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(57)【要約】
【課題】パール顔料を用いることも、多層構造にするこ
とも、プリフォームを形成することもなく、良好な真珠
光沢を有する化粧品用小型ボトルを安価に提供する。
【解決手段】大きさのほぼ等しくＰＥＮ：ＰＥＴ＝４０
：６０、５０：５０、６０：４０の各割合の混合ペレッ
トを準備し、十分に乾燥させておく。この原料を、設定
温度２９５℃のスクリュー式押出成形機に投入し、約６
０分間運転を行って加熱・溶融・混練を行った後、成形
機の設定温度を２８０℃に下げてパリソンの吐出を開始
し、約３０分ほどパリソンをそのまま流し、成形機内温
度２８０℃前後・吐出口温度２５０℃前後になり、パリ
ソンが十分な腰を備える状態になったら、ダイレクトブ
ロー成形を開始し、ブロー比２～３の条件で容量１０ｍ
ｌの細長い小型ボトルを成形した。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリエチレンナフタレート系樹脂（以下、「ＰＥＮ」という。）のペレットと、ポリエチ
レンテレフタレート系樹脂（以下、「ＰＥＴ」という。）のペレットとを、ペレットの状
態のままで所定の割合で混合し、所定の乾燥状態とした混合ペレットを準備し、
　該混合ペレットをダイレクトブロー成形用のスクリュー式押出成形機に投入し、該押出
成形機内で所定の条件にて加熱・溶融・混練した上で吐出口より一層構造のチューブ状パ
リソンとして吐出し、
　該パリソンの下端をピンチオフする様にブロー成形用金型を型閉じしてダイレクトブロ
ーによって成形するボトルの製造方法であって、以下の条件を採用したことを特徴とする
化粧品用小型ボトルの製造方法。
　（１）前記混合ペレットは、それぞれほぼ同じ大きさのペレットをＰＥＮ：ＰＥＴ＝４
０：６０～６０：４０の重量比で混合したものであること。
　（２）前記加熱・溶融・混練は、前記スクリュー式押出成形機の運転温度を２８０℃～
２９５℃とした条件下で実行すること。
　（３）前記ダイレクトブローによる成形を行うに当たってパリソンを吐出する際に、前
記スクリュー式押出成形機の運転温度を徐々に下げていき、吐出口温度２４０～２５５℃
の範囲で安定してパリソンを吐出させ初めた後に開始すること。
　（４）前記ダイレクトブロー成形は、ブロー比２～３倍とされていること。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品用小型ボトルに係り、特に、真珠光沢を呈する容量２０ｍｌ以下の化
粧品用小型ボトルの製造に適する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、真珠光沢を備えたボトルは、塗装や蒸着などによる後加工が主流であったが、近
年では、二層構造のボトルの最外層にパール顔料を含有させたり（特許文献１）、三層構
造のボトルの中間層にパールエッセンスを含有させた多層構造のブロー成形ボトルが提案
されている（特許文献２）。
【０００３】
　また、最外層をポリエステル系樹脂７０～９６．５重量％にメタクリル系樹脂３．５～
３０重量％を添加した組成物とし、中間層を不透明な白色又は着色された熱可塑性樹脂層
とした多層構造のブロー成形ボトルも提案されている（特許文献３）。
【０００４】
　さらに、熱可塑性ポリエステルと、オレフィン・酢酸ビニル共重合体鹸化物とを所定範
囲で配合した組成物を射出成形して形成したプリフォームを二軸延伸ブローによってボト
ル化することで、パール状の光沢を有するボトルを成形することができるとする提案もあ
る（特許文献４）。
【特許文献１】特開平９－７７０３９号公報
【特許文献２】特許第３０１４０６１号公報
【特許文献３】特開平６－２１０７０８号公報
【特許文献４】特公平７－３４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１，２の方法は、高価なパール顔料を用いなければならないという欠点がある
。また、特許文献１～３の方法は、多層ブロー成形であり、特許文献４は、二軸延伸ブロ
ー成形であるから、マスカラやリップグロスなどといった化粧品用の小型ボトルの製造に
適していない。
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【０００６】
　そこで、本発明は、パール顔料を用いなくても真珠光沢を有する化粧品用容器を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明の化粧品用小型ボトルの製造方法は、ポリエ
チレンナフタレート系樹脂（以下、「ＰＥＮ」という。）のペレットと、ポリエチレンテ
レフタレート系樹脂（以下、「ＰＥＴ」という。）のペレットとを、ペレットの状態のま
まで所定の割合で混合し、所定の乾燥状態とした混合ペレットを準備し、該混合ペレット
をダイレクトブロー成形用のスクリュー式押出成形機に投入し、該押出成形機内で所定の
条件にて加熱・溶融・混練した上で吐出口より一層構造のチューブ状パリソンとして吐出
し、
　該パリソンの下端をピンチオフする様にブロー成形用金型を型閉じしてダイレクトブロ
ーによって成形するボトル製造方法であって、以下の条件を採用したことを特徴とする化
粧品用小型ボトルの製造方法。
　（１）前記混合ペレットは、それぞれほぼ同じ大きさのペレットをＰＥＮ：ＰＥＴ＝４
０：６０～６０：４０の重量比で混合したものであること。
　（２）前記加熱・溶融・混練は、前記スクリュー式押出成形機の運転温度を２８０℃～
２９５℃とした条件下で実行すること。
　（３）前記ダイレクトブローによる成形を行うに当たってパリソンを吐出する際に、前
記スクリュー式押出成形機の運転温度を徐々に下げていき、吐出口温度２４０～２５５℃
の範囲で安定してパリソンを吐出させ初めた後に開始すること。
　（４）前記ダイレクトブロー成形は、ブロー比２～３倍とされていること。
【０００８】
　本発明によれば、白色顔料を添加しなくても、ホワイト系のパール調に仕上がる。なお
、赤，青等の顔料を添加することにより、ピンク系，ブルー系等のパール調ボトルとする
ことができる。
【０００９】
　（１）の混合比の範囲に対して、ＰＥＮの割合を少なくすると、光沢が出現し難くなり
、安定して小型ボトルを製造することができない。また、上記範囲外においては、小型ボ
トルの透明性が高くなってしまい、ダイレクトブローによる一層構造のボトルでは、内容
物の色が透けて見えてしまうため、化粧品用小型ボトルに適さない。
【００１０】
　（２）の運転温度がさらに高い場合にも透明性が高くなってしまい、ダイレクトブロー
による一層構造の化粧品用小型ボトルの製造に適さない。なお、運転温度が低過ぎる場合
には、溶融・混練が不十分となり、パリソンを吐出しても腰がない状態となってしまって
成形困難となる。
【００１１】
　（３）において、吐出口温度を２４０～２５５℃とするには、スクリュー式押出成形機
の運転温度を２８０℃前後まで徐々に下げてやる。この温度範囲よりも高い温度では透明
性が高まり、低い温度ではパリソンの腰がなくなる。
【００１２】
　（４）のブロー比は、透明性が高くなることを防止し、内容物の色が透けて見えにくい
小型ボトルをダイレクトブローによる一層構造のボトルとして製造するのに適する。また
、この様なボトルとしては、容量２０ｍｌ以下の小型ボトルが適している。
【００１３】
　本発明の方法は、ダイレクトブローによる一層構造容器の製造方法であるから、容量５
～２０ｍｌ程度の化粧品用小型ボトル（ネイルカラー，リップグロス，マスカラなどのボ
トル）も容易に製造することができるのである。そして、上記配合の素材を用いることに
より、ムラのない良好な真珠光沢を有する化粧品用小型ボトルを製造することができる。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、パール顔料を用いることも、多層構造にすることも、プリフォームを
形成することもなく、良好な真珠光沢を有する化粧品用容器（特に、小型ボトル）を、安
価に提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について説明する。実施形態においては、一層構造の容量１０
ｍｌの化粧品用小型ボトル（ネイルカラー用ボトル）をダイレクトブロー成形により製造
する方法を説明する。
【００１６】
　まず、原料として、それぞれほぼ同じ大きさのＰＥＮのペレット（Ａ）と、ＰＥＴのペ
レット（Ｂ）を準備する。そして、これらを重量比において、ペレット（Ａ）：ペレット
（Ｂ）＝４０：６０～６０：４０の範囲内でよく混合して混合ペレットを準備しておく。
【００１７】
　次に、この混合ペレットを、ダイレクトブロー成形用のスクリュー式押出成形機に投入
し、押出成形機を駆動させ、加熱・溶融・混練を実行する。この加熱・溶融・混練は、ス
クリュー式押出成形機の運転温度を２８０℃～２９５℃とした条件下で６０分程度実行す
る。
【００１８】
　そして、押出成形機内の原料が十分に溶融・混練されたら、吐出口から一層構造のチュ
ーブ状パリソンの吐出を開始する。このとき、パリソンを吐出する際にスクリュー式押出
成形機の運転温度を徐々に下げていく。ここでは、成形開始までに３０分程度の時間をか
けてパリソンが安定するのを待つ。
【００１９】
　そして、このパリソンの下端をピンチオフする様にブロー成形用金型を型閉じし、ブロ
ーピンを挿入し、ブローエアーを吐出する。このとき、パリソン径・パリソン肉厚は、キ
ャビティの容積との関係でブロー比が２～３倍となる様に設定しておく。なお、成形は、
吐出口温度２４０～２５５℃の範囲で安定してパリソンを吐出させ初めた後に開始する。
【００２０】
　こうして、ホワイト系パール調の外観を呈する化粧品用小型ボトルを製造することがで
きる。なお、押出成形機に混合ペレットを投入する際に、顔料を添加することにより、赤
色顔料添加によるピンク系、青色顔料添加によるブルー系など、白以外の真珠光沢を呈す
る様に製造することができる。
【実施例】
【００２１】
　まず、原料として、図１に示す様に、大きさのほぼ等しいＰＥＮのペレット（Ａ）と、
ＰＥＴのペレット（Ｂ）を準備する。そして、これらを重量比において、ペレット（Ａ）
：ペレット（Ｂ）＝４０：６０、５０：５０、６０：４０の各割合となる混合ペレットを
準備した。この混合ペレットは真空乾燥幾等を用いて十分に乾燥させておく。
【００２２】
　この原料を、設定温度２９５℃のスクリュー式押出成形機に投入し、約６０分間運転を
行って加熱・溶融・混練を行った。
【００２３】
　次に、スクリュー式押出成形機の設定温度を２８０℃に下げて温度を低下させつつパリ
ソンの吐出を開始した。そして、約３０分ほどパリソンをそのまま流し、成形機内温度２
８０℃前後・吐出口温度２５０℃前後になり、パリソンが十分な腰を備える状態になった
ら、ダイレクトブロー成形を開始し、容量１０ｍｌの細長い小型ボトルを成形した。
【００２４】
　また、比較例として、ＰＥＮ：ＰＥＴの混合比を３０：７０にした他は同じ条件で小型
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ボトルを成形した。
【００２５】
　この実施例及び比較例は、図２に示す結果となり、実施例はいずれもパール調で十分な
光沢が得られたのに対し、比較例は白いぼとるになるだけで十分な光沢が得られなかった
。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施例及び比較例に用いたペレットの形態及び大きさを示す平面図である。
【図２】実施例及び比較例の光沢の出方を示す平面図である。
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【図１】
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【図２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

